
城山国有林立竹伐採整備事業
（林内整備2,523ｍ2）

分任支出負担行為担当
官
近畿中国森林管理局
山口森林管理事務所長
元山　英樹

山口県山口
市野田35-1

令和4年3月1日

山口県東部森林
組合
法人番号
2250005006346

山口県岩国
市周東町下
久原1038-1

会計法第29
条の3第4項
（緊急随意契
約）

民家等に隣接する国有林で、立竹の倒
伏等により隣接建物及び人命に危害を
与える恐れがある立竹を緊急に処理を
行う必要があるため。

- 1,320,000 - - - - - - - -

高野山国有林危険木処理事業
(0.50ha）

分任支出負担行為担当
官
和歌山森林管理署長
渡辺　達也

和歌山県田
辺市新庄町
2345-1

令和4年3月2日
森林組合こうや
法人番号
8170005004641

和歌山県橋
本市清水
543-1

会計法第29
条の3第4項
（緊急随意契
約）

民家等に隣接する国有林で、立木が倒
伏・枝の落下等により隣接建物及び人命
に危害を与える恐れがある立木を緊急に
処理を行う必要があるため。

- 2,494,800 - - - - - - - -

釜ヶ峰山国有林危険木処理事業
（44本、91.06m3）

分任支出負担行為担当
官
広島北部森林管理署長
細川　博之

広島県三次
市十日市中
2-5-19

令和4年3月3日

有限会社　池田
木材
法人番号
8240002035079

広島県呉市
安浦町大字
原畑1026

会計法第29
条の3第4項
（緊急随意契
約）

民家等に隣接する国有林で、立木が倒
伏・枝の落下等により隣接建物及び人命
に危害を与える恐れがある立木を緊急に
処理を行う必要があるため。

- 2,695,000 - - - - - - - -

八川国有林外森林整備事業（間伐（存
置対象を含む））
（伐倒（保育間伐）7,048m3（85.82ha）ほ
か）

分任支出負担行為担当
官
島根森林管理署長
津田　京子

島根県松江
市内中原町
207

令和4年3月15日

八川国有林共同
事業体
代表者　大和森
林　株式会社
構成員　有限会
社　高田林産
法人番号
4280001000785
2240002030804

島根県松江
市東朝日町
87-6

予決令第99
条の2（不落・
不調随意契
約）

－ 35,818,390 35,750,000 99.8% - - - 1 -

事業実
績、実務
経験者の
在籍等。

-

西谷国有林森林整備事業（間伐）
（伐倒（保育間伐）14,684m3（94.91ha）
ほか）

分任支出負担行為担当
官
三重森林管理署長
石上　公彦

三重県亀山
市本町1-7-3

令和4年3月17日

木原造林　株式
会社
法人番号
5011101005155

東京都新宿
区市谷砂土
原町2-2

予決令第99
条の2（不落・
不調随意契
約）

－ 91,110,450 90,750,000 99.6% - - - 1 -

事業実
績、実務
経験者の
在籍等。

-

公益法人の場合

再就職
の役員
の数
（※契
約の相
手方が
農林水
産省が
所管す
る特例
社団法
人又は
特例財
団法人
の場合
の記載
事項）

提案者の
数

名称 所在地 商号又は名称 住所
公益法
人の区

分

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。

特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

備　　考

うち公
益社団
法人又
は公益
財団法
人（特
例社団
法人又
は特例
財団法
人を含
む。）

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

随意契約に
よることと
した会計法
令の根拠条
文（企画競
争等）

競争性のない随意契約によらざるを得
ない理由

予定価格 契約金額 国認
定、都
道府県
認定の
区分

落札率


	物役（随契）

